
別紙

様式第２号の２（第２条関係）

□ 実施します

☑ 計画に基づき順次実施します（時期未定）

□ 現時点での対応は困難です

□ 基準に満たないため対応できません

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建設部農地整備課

回　　　　　　答

　本地区は、地すべり防止区域（農村振興局）に
指定されているため、事業主体の島根県と現地
確認を行いました。その結果、対応の可否につい
て次のとおり回答がありました。

【県回答】
　排水路が土砂の閉塞により従来の機能を有し
ていないため、機能回復を行うとともに、今後同
様の事象が発生しないよう対策を実施します。

所管部局及び課室
（関係部局及び課室）

要望番号 自治会等名 要　　望　　事　　項

07040501 屋内集落振興会

【要望項目】
三面水路への石の流入対策
　
【要望事項】
大雨が降った時、水の勢いで大・小の石が三面
水路に流れ込み、下流の所で詰まってしまい、
田んぼに水がこなくなることがあるので、小さな
石は地元で取っておられますが、大きな石は取
ることが出来ません。そこで、大・小の石が三面
水路に入らないように対策をしてもらいたいと
思いますので、よろしくお願い致します。


